
広
島
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号 

本 
 

       
 
 

庁 
広
島
県
労
働
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
七
月
二
日 

広
島
県
労
働
委
員
会
会
長 

山 
 

川 
 

和 
 

義 

広
島
県
労
働
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

広
島
県
労
働
委
員
会
公
印
規
程
（
平
成
一
七
年
広
島
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
公
印
の
廃
止
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
合
同
総
務
課
長

は
、
公
印
の
登
録
を
抹
消
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
旨

を
公
印
台
帳
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
公
印
の
廃
止
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 
前
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
事
務
局
長
は
、

合
同
総
務
課
長
に
そ
の
公
印
の
登
録
の
抹
消
を
命
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



改 正 後 改 正 前 

 
別記様式（第３条関係） 
 （表面） 

 

（表） 

（略） 

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A列 4とする。 

注２ 公印を廃止したときは、その日付を備考欄に記入する。 
 

 （裏面） （略） 

 
別記様式（第３条関係） 
 （表面） 

 

（表） 

（略） 

注 用紙の大きさは、日本産業規格 A列 4とする。 

 
 

 （裏面） （略） 



 
 
 

附 

則 

 
こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


